
 
 



 

目 次 

  

第３次横手市環境基本計画 



 

1 

 

 

第 1 章 総則 
1-1 はじめに 

 本市では、2005（平成 17）年 10 月に「横手市環境保全条例」を制定し、2006（平成

18）年に「横手市環境基本計画」を策定しました。2016（平成 28）年には、「人と自

然にやさしい田園都市よこて」を望ましい環境像とした「第２次横手市環境基本計画」

を策定し、各種の環境施策を推進してきました。 

SDGs（持続可能な開発目標）の採択やパリ協定の発効等、世界では持続可能な社会の

実現に向けた動きが加速しており、国も 2050 年カーボンニュートラル宣言や気候変動

への適応、食品ロスやプラスチックごみへの対応等、環境課題の解決に向けた政策を打

ち出しています。さらに少子高齢化、人口減少社会への移行、そして新型コロナウイル

ス感染症の拡大に伴う生活様式の劇的な変化など社会的状況も大きく変わってきていま

す。 

このような背景を踏まえ、前計画の計画期間が 2025（令和 7）年度で終了することか

ら、国内外の社会情勢や新たな環境課題に対応するために「第３次横手市環境基本計

画」（以下「本計画」といいます。）を策定し、市民・事業者・市の協働により、環境

の保全、回復及び創出に資する取り組みを充実させ、推進していきます。 
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1-2 国内外を取り巻く動向 

 前計画策定から市をとりまく環境や、地球規模での環境問題に対する国際的な動向、

国や県等の政策は大きく変化しています。 

  

 【国際的な動向】 

  2015（平成 27）年の国連サミットにおいて、2030（令和 12）年までの国際開発  

 目標として、「持続可能な開発目標」（Sustainable Development Goals:以下

「SDGs」と表記します。）が揚げられました。 

  2015（平成 27）年の国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）で採択 

されたパリ協定では、「世界の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて 2℃より十

分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」ことが示され、世界では温室効果ガスの

排出量削減に向けた動きが加速しています。 

  2022（令和4）年にカナダ・モントリオールで開かれた生物多様性条約第15回締

約国会議（COP15）で採択された 2030（令和 12）年までの新たな世界目標「昆明・

モントリオール生物多様性枠組」には、2030（令和 12）年までに地球の陸域と海

域の 30％以上を自然環境エリアとして保全する「30 by 30 目標」をはじめとする

23 のターゲット（行動目標）が示されています。 

  また、資源・エネルギーや食料需要増大、プラスチックをはじめとした廃棄物発

生量の増加が世界全体で深刻化しており、一方通行型の経済社会活動から、持続可

能な形で資源を利用する「循環経済」への移行を目指すことが世界の潮流となって

います。 

 

【国の動向】 

  国においては、2018（平成 30）年 4 月に「第５次環境基本計画」が閣議決定さ

れ、同年 6 月には気候変動の影響による被害の回避・適応策を規定した「気候変動

対応法」が制定されました。また、2020（令和 2）年には「2050 カーボンニュート

ラル」を宣言し、目標実現に向けて「地球温暖化対策の推進に関する法律」の改正

や地球温暖化対策計画の改訂が行われました。 

  2019（令和元）年には「食品ロスの削減の推進に関する法律」（以下「食品ロス

削減推進法」といいます。）が、2022（令和 4）年には「プラスチックに係る資源

循環の促進等に関する法律」（以下「プラスチック資源循環促進法」といいま

す。）が施行され、食品ロス削減や使い捨てプラスチックの使用削減の取り組みが

広がっています。 

  2023（令和 5）年に策定された「生物多様性国家戦略 2023-2030」においては、

生物多様性の損失と気候危機の「2 つの危機」への統合的対応と自然再興の実現に

向けた社会の根本的変革を強調しており、その実現のための 5 つの基本戦略と「30 

by 30 目標」を提示しています。 

 

【県の動向】 

  県においては、2018（平成 30）年に県政運営方針として「第３期ふるさと秋田

元気創造プラン」が策定され、全国のすう勢を上回るペースで進む人口減少、少子
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高齢化などの課題を克服し、実効性あるプランを推進することで、「時代の変化を

捉え力強く未来を切り開く秋田」を創り上げていくことを目指しています。 

  環境施策においても、人口減少、少子高齢化などの課題を踏まえ、環境・社会・

経済の課題と相互に関連し複雑化する環境問題への対応が必要となっています。 

   

【市の状況】 

本市においては、2016（平成28）年に策定した「第２次横手市総合計画」に基づ

き環境保全や循環型社会を実現するためのまちづくりに取り組んできたところであ

り、2026（令和 8）年策定の新たな「第３次横手市総合計画」に引き継がれまし

た。 
 

1-3 計画の範囲と期間 

本計画の地理的な範囲は、横手市全域とします。計画の期間は、10 年間とし、社会

情勢や上位計画の改定などを考慮して、中間年での見直しを行うこととします。 

計画が対象とする環境分野は多岐にわたり、自然環境の保全、循環型社会の形成、気

候変動化対策、生活環境の保全などが含まれます。さらに、これらの基盤となる環境教

育や情報提供といった共通基盤に関する事項も計画の範囲に含まれます。 
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1-4 対象地域 

当市は、秋田県の南東部に位置し、豊かな自然に囲まれた地域であり、森林や農地、

河川などの多様な環境要素を有しています。特に、奥羽山脈に水源を発する成瀬川、皆

瀬川が合流した雄物川及び横手川が還流し、水田を主体とする肥沃な耕地が形成されて

います。また、広大な森林は、市民の生活や産業を支える重要な基盤となっています。 

一方で、冬季の積雪や、中山間地域における過疎化、少子高齢化といった地域特性も

考慮に入れる必要があります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年
（R2）

2025年
（R7）

2030年
（R12）

2035年
（R17）

2040年
（R22）

2045年
（R27）

2050年
（R32）

全国 126,146,0 123,262,0 120,116,0 116,639,0 112,837,0 108,801,0 104,686,0

秋田県 959,502 888,063 818,711 751,571 686,200 622,049 560,429

秋田市 307,672 295,501 281,852 267,486 252,336 236,543 220,767

横手市 85,555 78,878 72,129 65,769 59,708 53,706 47,878
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第 2 章 横手市の環境の現状 
2-1 自然環境と生物多様性の概要 

横手市は、多様な自然環境を有しており、広大な森林、肥沃な農地、そして清らかな

河川が織りなす豊かな生態系が特徴です。生物多様性の保全は、持続可能な社会の実現

において重要な要素であり、貴重な動植物の生息環境を守り、生態系のバランスを維持

していく必要があります。促進区域内には、自然環境保全法に規定する原生自然環境保

全地域及び自然環境保全地域、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

に規定する生息地等保護区は存在しないことも考慮し、地域に特化した保全戦略が求め

られます。これまでの自然環境保全の取り組みや現状を把握し、課題を明確にすること

が、今後の対策を検討する上で重要となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

6 

 

 

2-2 生活環境の状況 

2-2-1 大気質 

「秋田県大気環境情報」（リアルタイム）によると当市の大気汚染物質は、概ね良好

な状態が維持されています。しかしながら、工場や事業場といった固定発生源からの汚

染物質の排出や、冬季間における暖房の使用、自動車の排気ガスなどが大気質に影響を

与える可能性も考慮する必要があります。また、野焼きやもみ殻焼きといった行為に関

する相談も寄せられており、継続的な監視と発生源対策、そして市民への啓発活動が重

要となります。 
 

2-2-2 水質 

横手市内を流れる雄物川、横手川などの主要な河川では、市による水質調査が実施さ

れており、ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）などの指標において環境基準を達成し、良

好な状態を維持しています。しかし、生活排水や農業排水などが水質に影響を与える可

能性も否定できないため、継続的な監視と適切な対策が必要です。また、水銀廃棄物の

処理対策として、市では回収を実施しています。 
 
2-2-3 土壌質 

土壌は、農業生産の基盤であるとともに、生態系を支える重要な要素です。横手市に

おける土壌質の現状については、農地の保全や、有害物質による汚染の防止などが重要

な課題となります。特に、農業が盛んな地域であるため、農薬や化学肥料の適切な使

用、連作障害の防止といった対策が求められます。 
 
2-2-4 騒音・振動 

騒音や振動は、市民の生活環境に影響を与える要因となります。具体的な状況は不明

ですが、交通量の多い道路沿いや、工場、建設現場などが発生源となる可能性がありま

す。住宅地に近い事業場からの夜間の騒音なども問題となる場合があり、状況の把握と

適切な対策が必要です。 

 

2-2-5 廃棄物管理 

横手市における廃棄物の現状は、家庭系ごみや事業系ごみの排出量、リサイクル率、

最終処分場の状況などが重要な指標となります。「クリーンプラザよこて」がごみ処理

の基盤施設となっており、その適切な運営が求められます。また、「プラスチックに係

る資源循環促進法」に基づく新たなペットボトル等処理施設の建設、し尿処理施設の更

新も計画されています。循環型社会の形成に向けて、ごみの減量化や資源化の推進、不

法投棄や野焼きといった不適正処理の防止が重要な課題です。 

 

2-3 廃棄物発生・資源循環の動向 

廃棄物の発生量や資源循環の状況を把握することは、循環型社会の形成に向けた取り

組みを進める上で不可欠です。過去のデータと比較することで、ごみの減量化やリサイ

クルの進捗状況を評価し、今後の対策を検討することができます。横手市においても、

家庭系ごみ、事業系ごみそれぞれの排出量の推移や、資源ごみの回収量、リサイクル率



 

7 

 

 

市 民

横 手 市

事 業 所

などのデータを分析し、課題を明確にする必要があります。 

 

2-4 気候変動の影響と対策 

地球温暖化は、気温上昇、降水量の変化、異常気象の頻発など、様々な形で地域環境

に影響を与えます。横手市においても、農業への影響や自然災害のリスク増大などが懸

念されます。そのため、温室効果ガスの排出量削減に向けた取り組み（緩和策）と、既

に起こりつつある気候変動の影響に対応するための対策（適応策）の両面から取り組む

必要があります。「横手市気候変動対策実行計画」 に基づき、省エネルギーの推進、

再生可能エネルギーの導入促進、森林による二酸化炭素吸収量の確保などが重要な対策

となります。 
 
 
 
二酸化炭素吸収率計算式 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-5 市民・事業者の環境意識と取り組み 

市民や事業者の環境意識の向上と、主体的な環境保全活動への参加は、環境基本計画

の目標達成に不可欠です。「横手市環境美化推進員」や「エコライフ協力事業所等認定

制度」などの既存の取り組みを強化するとともに、市民や事業者がより積極的に環境保

全活動に参加できるような仕組みづくりが求められます。市民の環境意識や行動に関す

る調査を実施するなど、効果的な施策を検討する必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

₂ ₂

₂
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第 3 章 計画の目指すもの 
3-1 環境保全の基本目標 

 第３次横手市総合計画において環境分野の基本目標として「自然と調和した快適な暮

らしを実感できるまちづくり」と定められ、この目標達成のための政策として「自然環

境を守り、安全で安心なまちづくりを進めます」と定められました。 

 本計画の対象範囲は、自然環境、資源循環、生活環境保全、環境行動としています。 

環境保全に共通して重要となる環境教育、環境学習を推進することで第３次横手市総

合計画における環境基本目標と政策の実現を図ります。 

 望ましい環境像の実現を支えるための４つの柱として、基本目標１「水と緑に包ま

れ、いのちが響き合うまち」、基本目標２「限りある資源とエネルギーを循環させ、地

球環境にやさしいまち」、基本目標３「安心で快適に生活でき、良好な環境が広がるま

ち」、基本目標４「みんなでつくる、人と環境にやさしいまち」を設定します。 
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3-2 環境目標の設定 

長期ビジョンを実現するための施策を設定します。 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  市民、事業者、行政が連携し、環境保全活動を推進する社会を目指します。 

これらの基本目標は、長期ビジョンを達成するための道標となり、具体的な施策展開の

方向性を示すものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

【1】 森林の保全と活用 

【2】 農地の保全と活用 

【3】 河川の水質保全と活用 

【4】 生物多様性の保全 

【1】   ごみの適正な処理の推進 

【2】   温室効果ガス排出量の削減 

【3】   気候変動対応策の推進 

【4】   再生可能エネルギーの利用促進 

 

【1】   地域の特性を活かした景観形成 

【2】   安全・安心な生活環境の保全 

【3】   快適な都市環境の保全 

【1】   環境教育・環境学習の推進 

【2】   協働による環境保全活動の推進 
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第 4 章 環境目標と施策 
4-1 基本目標Ⅰ. 水と緑に包まれ、いのちが響き合うまち   
4-1-1 現状と課題  

森林は、国土保全、生物多様性の保全、水源かん養、保健休養の場の提供といった、

公益性の高い多面的な機能を有しています。これらの機能を将来にわたり維持・発揮さ

せるためには、適確な管理が求められています。しかし、高齢化や過疎化、国産木材の

価格の低迷等により、間伐や除伐等の適切な管理が困難な現状となっており、多面的機

能を維持していくための大きな課題となっています。 

このような状況に加え、パリ協定の枠組みにおける目標達成に必要な地方財源を安定

的に確保する必要が生じ、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。 

 農地は、農業生産の場であるだけでなく、広々とした空間と美しいみどりの景観機

能、多様な生物が生息できる環境機能など、多面的な機能を有しています。しかし、都

市化の進展、農業者の高齢化や後継者不足による耕作放棄などから、特に山間部におい

て耕作地の減少が続いています。地域の環境を保全し、うるおいのある市民生活を実現

するために地域特性に応じた農地の保全と活用が必要です。 

 水の保全については、生活排水を適切に処理するため、地域の実情に応じた効率的な

排水処理事業を推進するとともに、既整備地区の水洗化率を向上することにより公共用

水域の水質保全を図ります。 

 また、市内には廃止された鉱山がありますが、その鉱山跡地から今なお鉱毒水が発生

しています。この鉱毒水を適正に処理し、重金属による河川の汚染を防止しなければな

りません。 

 

▲

▲

▲

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html
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R1 R2 R3 R4 R5

民有林 35,829 35,828 35,822 35,818 35,820

国有林 2,426 1,791 1,791 1,791 1,791

樹園地 779 779 691 691 691

畑 483 483 733 733 733

田 11,486 11,486 13,570 13,570 13,570

11,486 11,486 13,570 13,570 13,570 
483 483 

733 733 733 
779 779 691 691 691 

2,426 1,791 
1,791 1,791 1,791 

35,829 35,828 35,822 35,818 35,820 

横手市土地利用面積

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

R2 R3 R4 R5 R6

横手市内河川のBOD年間推移

B類型基準

A類型基準

大戸川橋（A類型）

蛇の崎橋（B類型）

旭川橋（B類型）
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4-1-2 目指す姿 

森林や農地が適正に管理されることにより、環境保全上重要な水源かん養などの機

能が十分に発揮され、身近な自然とのふれあいが、市民に潤いや安らぎをもたらしてい

ます。また、雄物川や横手川、成瀬川などの市内を流れる河川の水質や地下水が保全さ

れ、清らかな流れと水辺の景観が市民のいこいの場として活用されています。 

さらに、秋田県の自然環境保全地域の指定されている山や水域が保全されており、

外来種や乱獲などによる生態系への影響が抑えられ、貴重な生物が保護されています。 

 

4-1-3 具体的な施策 

● 森林を育てる：間伐や植林などを推進し、健全な森林を育成します。 

● 森林を守る：森林の違法伐採や開発を監視し、森林の保全を図ります。 

● 森林を活かす：森林の多面的な機能（水源かん養、二酸化炭素吸収など）を活かす 

とともに、木材の利用を促進します。 
● 農地保全：担い手への農地集積と農地・農業用水路・農道等の地域資源の保全活動を推進

し、農地の適切な保全管理を図ります。 

● 農業と触れ合う：市民農園などの農業に触れることができる場所や機会を提供します。 

● 監視体制の充実：自然環境の変化を継続的に監視する体制を強化します。 

● 発生源対策の推進：河川や湖沼への汚染物質の流入を防ぐための対策を推進しま 

す。 

● 発生源対策の推進：河川や湖沼への汚染物質の流入を防ぐための対策を推進しま

す。 

● 水資源の保全：水源涵養林の保全や節水意識の啓発などにより、水資源の持続的 

な利用を図ります。 

● 啓発活動：生物多様性の確保や外来生物対策に関する市の取り組み状況の発言・啓

発活動の実施 

 

4-1-4 成果指標 

 森林面積の維持または増加 

 主要河川の水質環境基準達成率の維持 
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4-1-5 関連計画 

● 横手市森林整備計画 

● 森林経営計画 

● 農業振興地域整備計画 

● 下水道中長期ビジョン 

 

4-1-6 主要事業 

● 市民参加型の植樹活動の実施 

● 良好な河川の環境保持 

● 外来種駆除ボランティアの育成 

● 緑化推進事業（アメシロ防除対策） 

● 森林病害虫等防除事業（松くい虫防除など） 

● 有害鳥獣対策事業 

● 水と緑の森づくり事業 

● いこいの森管理事業 

● 造林事業 

● 民有林整備育成事業 

● 森林経営管理事業 

● 国産材需要開発センター活用事業 

● 市民農園活用事業 

● かんがい排水事業 

● ため池整備事業 

● 多面的機能支払交付金事業 

● 中山間地域等直接支払交付金事業 
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● 環境保全型農業直接支払交付金事業 

● 浄化槽設置整備事業 

● 公共下水道整備事業 

● 集落排水事業 

● 衛生センター運営事業 

● 休廃止鉱山坑廃水対策事業 
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4-2 基本目標Ⅱ. 限りある資源とエネルギーを循環させ、地球環境にやさしいまち 
4-2-1 現状と課題 

 ごみの排出量（1人 1日当たりのごみの排出量）は近年減少傾向にあります。 

 しかしながら資源化率は令和 2年度以降増減を繰り返しており、資源化できる古紙や

プラスチック製容器包装類を可燃系ごみとして排出しているケースが多いことが要因と

考えられます。 

廃棄物排出量の削減やリサイクルの推進、省エネルギーの推進、再生可能エネルギー

の導入促進などが課題となっており、家庭ごみや事業系ごみの減量化や資源化率の向

上、気候変動対策の推進が求められます。 
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 これまで家庭で使用する化石燃料エネルギー（石油、石炭、天然ガス）を省エネルギ

ー化するよう促進してきましたが、エネルギー消費の高い産業、運輸部門にも力を入れ

て必要があります。本市から排出される二酸化炭素（Co₂）の総量は減少傾向にあるも

のの「カーボンニュートラル」に向けて、より一層省エネルギー化を促進するともに、

地域に即した再生可能エネルギーの利用促進を図っていく必要があります。 
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4-2-2 目指す姿 

 市民一人ひとりが、ごみの排出抑制と資源の有効活用を生活の基本とし、物を大切に

する文化を地域全体で育んでいます。 

 また、事業者は、事業活動に伴う廃棄物の発生を抑え、発生した廃棄物については極

力資源化を図るともに、その後に排出された廃棄物については適正に処理しています。 

 さらに消費者との関わりにおいて、自らの消費や製品、包装物が廃棄物として排出さ

れる量の低減に努めています。 

 市民、事業者ともに５Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル・リフューズ・リペ

ア）や適正処理が定着しており、節電など省エネルギーを心がけた生活や事業活動が実

践されています。さらに、再生可能エネルギー技術の積極的な導入により化石燃料の消

費が抑えられ、温室効果ガス排出は減っています。 

 

4-2-3 具体的な施策 

 家庭系ごみの減量：分別収集の徹底やごみ減量化キャンペーンなどを実施しま 

す。 

 事業系ごみの減量：事業所への指導や支援を通じて、事業系ごみの減量化を促進 

します。 

 資源化事業：集団資源回収の支援や新たなリサイクルシステムの導入を検討しま 

す。 

 ごみの収集運搬・適正処理の円滑な運用：「クリーンプラザよこて」 を中心と 

した効率的なごみ処理体制を維持します。 

 製品プラスチックの収集体制を整えるため、新たなペットボトル等処理施設を建 

設します。 

 不法投棄や野外焼却などの不適正処理の防止：監視体制の強化や啓発活動を行い 

ます。 

 気候変動化に関する知見の普及：気候変動に関する情報提供や学習機会を提供し 

ます。 

 省資源・省エネルギーの推進：市民や事業者に対して、省エネ機器の導入支援や 

省エネ行動の啓発を行います。 

 再生可能エネルギーの導入促進：太陽光発電やバイオマスエネルギーなどの導入    

を支援します。 

 一人当たりのごみ排出量の削減 

 リサイクル率の向上 

 温室効果ガス排出量の削減 

 再生可能エネルギー導入量の増加 
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4-2-4 成果指標 

 

 

₂ ₂

 
 

   

 
4-2-5 関連計画 

 横手市一般廃棄物処理基本計画 

 ごみ分別収集計画 

 横手市気候変動対策実行計画 

 

4-2-6 主要事業 

 生ごみ処理容器等の購入補助 

 公共施設への再生可能エネルギー導入 

 クリーンプラザよこて運営事業 

 最終処分場管理運営事業 

 ペットボトル等処理施設管理事業 

 気候変動対策事業 

 カーボン・オフセット地球温暖化対策事業 

 地域公共交通活性化事業（横手市循環バス） 
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4-3 基本目標Ⅲ. 安心で快適に生活でき、良好な環境が広がるまち 
4-3-1 現状と課題 

良好な生活環境を維持するため、環境美化の推進、公害対策、都市環境・景観の保全

などが重要です。ポイ捨て防止対策、騒音・振動対策、良好な景観形成などが課題とな

ります。 

公害対策については、自動車による道路騒音の測定、酸性雨及び酸性雪の測定、地下

水及び湧水の検査、市民からの情報提供などにより、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、

地盤沈下、振動、騒音、悪臭など市民の公害の状況把握に努め、その結果をホームペー

ジや環境基本計画の進捗状況報告等で公開しています。 

 

 

身近な緑や水辺、良好な景観などは私たちの生活に潤いと安らぎを与え、心地よい生

活を送るために欠かすことのできない要素です。 

 市内には多くの都市公園や農村公園があり、市民の安らぎの場になっています。ま

た、歴史を感じる街並みなどの景観は将来に残していくべき市の財産です。 

 こうしたことから、公園の整備や適切な管理、景観の保全はすべての者が連携して推

進する必要があります。 
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4-3-2 目指す姿 

 公共空間は美しく保たれ、誰もが気持ち良く過ごすことができることができる生活空

間が創造されています。また、きれいな空気と水が維持され、化学物質による環境への

影響が抑えられ、健康で安全・安心に生活できる環境が維持されています。 

 豊かな自然と歴史的資産を次世代へ継承するため、環境負荷を最小限に抑え、美しく

持続可能な都市空間が維持されています。 
 

4-3-3 具体的な施策 

 自主的行動の推進：地域住民や団体による清掃活動などの自主的な環境美化活動 

を支援します。 

 協働・連携の推進：関係機関や事業者と連携し、環境美化活動を推進します。 

 公園の整備及び適正な管理：市民が憩える公園緑地を整備し、適切に維持管理し 

ます。 

 景観の保全：地域の特性を活かした景観形成を推進します。 

 

4-3-4 成果指標 

 

4-3-5 関連計画 

 横手市都市計画マスタープラン 

 横手市空家等対策計画 

 横手市景観計画 

 

4-3-6 主要事業 

 公共施設市民サポーター制度 

 景観・屋外広告物対策事業 

 環境保全事業 

 環境美化推進事業 

 公害対策事業 

 老朽危険空家対策事業 

 都市公園管理事業 

 農村公園管理事業 
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4-4 基本目標Ⅳ. みんなでつくる人と環境にやさしいまち 
4-4-1 現状と課題 

市民の環境問題に対する知識や関心は高まり、５Ｒの推進、公害防止、エネルギー使

用の節減など様々な取り組みが実践されている一方で、日常的に欠かすことのできない

自動車の使用や気候変動による冷暖房使用など、地域の特性で日々の暮らしを変えるこ

とが難しい側面もあります。 

市民が日常の生活はもちろんのこと、広く地球環境や将来を担う世代に引き継ぐ問題

として環境に関心を持ち、各種活動に積極的に参画するなど具体的に行動することが強

く求められます。 

このような意識を醸成するために、学校、事業所、自治会、家庭などにおける環境教

育・学習を推進することにより市民一人ひとりが環境に関心を持ち、学び、体験するこ

とが重要となります。また、質の高い環境教育・学習が行われるためには、すぐれた指

導者を育成することも必要です。 

 

4-4-2 目指す姿 
 市民一人ひとりがそれぞれの年代や立場に合った環境教育を受け、環境への負荷の少ない生

活を理解して実践しており、環境保全活動を行う市民団体が活発に活動しています。 

 事業者は自ら環境学習を実践し、環境に配慮した事業活動が行われ、その内容が市民に広く

知られています。さらに、地域の環境保全活動に積極的に参加し、地域と一体となって環境を

保全しています。 

 

4-4-3 具体的な施策 

 環境教育・学習の充実：学校や地域における環境教育・学習を推進します。また市

民向けのイベントを開催し環境意識の醸成に努めます。 

 環境保全に精通した人材の育成・活用：環境保全活動を担う人材の育成を支援し 

ます。 
 

4-4-4 成果指標 

 
4-4-5 関連計画 

 横手市教育ビジョン 

 横手市生涯学習推進計画 

 

4-4-6 主要事業 

 環境に関する講演会やワークショップの開催 

 地域環境活動団体への支援 

 環境情報の発信強化（市ウェブサイト、YouTube、広報誌など） 

 自然体験型交流施設の運営 
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第 5 章 計画の推進体制 
5-1 市の役割と責任 

本計画の円滑な推進に向けて、関係部局が連携した体制を構築し、総合的な調整を行

います。環境政策の企画立案、施策の実施、財源の確保、進捗状況の管理など、主体的

な役割を担います。また、環境に関する情報を市民や事業者に対して積極的に提供する

とともに、環境保全活動への参加を促進します。 

 

5-2 市民・事業者との協働 

環境保全は、行政だけでなく、市民一人ひとり、そして事業者の主体的な取り組みが

不可欠です。「横手市環境美化推進員」や「エコライフ協力事業所等認定制度」などを

通じて、市民や事業者との連携を強化し、協働による環境保全活動を推進します。市民

に対しては、環境学習の機会提供や情報発信を通じて意識啓発を図り、事業者に対して

は、環境負荷低減に向けた技術支援や情報提供を行います。市民アンケートなどを活用

し、市民の意見を反映した施策展開も重要です。 

 

5-3 情報共有と環境教育 

本計画の推進には、市民、事業者、行政間の円滑な情報共有が不可欠です。市はウェ

ブサイトや広報誌などを活用し、計画の内容や進捗状況、環境に関する様々な情報を提

供します。また、次世代を担う子どもたちへの環境教育をはじめ、市民全体を対象とし

た環境学習の機会を充実させ、「横手市教育ビジョン」や「横手市生涯学習推進計画」

と連携しながら環境意識の向上を図ります。YouTube チャンネルなどの新たな情報発信

ツールも活用し、効果的な情報発信に努めます。 
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第 6 章 計画の評価と見直し 
6-1 モニタリング体制と指標 

本計画の進捗状況を把握するため、各基本目標に設定された成果指標に基づき、定期

的なモニタリングを実施します。モニタリングの結果は、横手市環境施策調整会議や横

手市環境保全審議会に報告され、計画の着実な推進に活用されます。また、市の行政評

価制度と連携し、事業の実施状況や効果を評価します。 

 

6-2 評価プロセス 

本計画の総合的な効果を評価するため、計画期間の中間年と最終年度に、市民、事業

者、学識経験者等からなる横手市環境保全審議会などの意見を聴取し、客観的な評価を

行います。評価結果を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

6-3 計画の見直しと改定 

社会情勢の変化や科学的知見の進展、上位計画の改定などを踏まえ、本計画を定期的

に見直し、必要に応じて改定を行います。計画の見直しにあたっては、市民や事業者の

意見を反映させるための手続きを設けます。 
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第 7 章 豊かな環境を次世代に 
横手市環境基本計画は、「人と自然にやさしい田園都市よこて」の実現に向けた長期

的な指針となるものです。本計画に掲げられた目標を達成するためには、市民、事業

者、そして行政がそれぞれの役割を認識し、連携・協働していくことが不可欠です。本

計画の推進を通じて、豊かな自然環境を未来世代に引き継ぎ、持続可能な社会の実現を

目指します。 
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